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宗
祖
の
教
相
論
に
関
す
る

一
視
点

大

平

宏

龍

問
題
の
所
在

第
二
の
法
門

二
五
２

一法

法
華
経
は
五
味
の
主

在
世
と
滅
後

教
即
観
心一

、
問

題

の

所

在

宗
祖
日
蓮
聖
人
の
教
相
論
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
、
そ
れ
が
南
無
妙
法
蓮
華
経
を
信
じ
、
唱
え
、
弘
め
る
と
い
う
こ
と
と
、
無
関
係
な

も
の
で
は
あ
り
得
な
い
こ
と
は
誰
し
も
が
認
め
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
即
ち
従
来
の
用
語
に
従
っ
て
言
え
ば
、
宗
祖
の
教
相
論
と
は
、
末
法

に
お
け
る
題
目
下
種
の
根
拠
と
な
る
べ
き
義
理
を

一
切
経
の
中
よ
り
と
り
出
し
て
体
系
的
に
示
す
も
の
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

こ
の
宗
祖
の
教
相
論
を
考
え
る
上
で
、
遺
文
中
に
は
注
目
す
べ
き
幾
つ
か
の
用
語
が
み
え
る
。
小
稿
で
は
、
そ
れ
ら
の
用
語
と
、
そ
の

六 五 四 三 二 一
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意
味
す
る
所
を
考
え
る
こ
と
に
よ
り
、
宗
祖
の
教
相
論
に
つ
い
て
考
慮
さ
れ
る
べ
き
視
点
を
整
理
し
、
宗
祖
の
御
信
仰
よ
り
す
る
教
相
論

を
私
な
り
に
考
え
て
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

二
、
第

二

の

法

門

日
蓮
聖
人
五
十
七
歳
の
弘
安
元
年

（
〓
一七
八
）
十
月

一
日
に
系
け
ら
れ
て
い
る

『
富
木
入
道
殿
御
返
事
』
（異
称
、
稟
権
出
界
抄
。
真

存
）
に
お
い
て
、
宗
祖
は
自
ら
の
教
学
的
立
場
を
明
確
に
規
定
し
て

法
華
経
卜興
二雨
前
一引
キ
向
ヶテ判
『
二勝
劣
浅
深
）当
分
跨
節
の
事
有
プ
一ッ
ノ様
一。
日
蓮
が
法
門
は
第
二
の
法
門
也
。
世
間
二粗
如

夢̈
ニノ

ニ
を
ば
申
セど
も
、
第
ニ
フ
ハ不
レ
申
サ候
。
第
ニ
ノ法
門
は
天
台

・
妙
楽

・
伝
教
も
粗
示

ト̈
モ之
フ未
一事
了
∵

所
詮
譲
］興
９
末
法
之
今
一

也
。
五
々
百
歳
は
是
也
。

（定
遺
一
五
八
九
）

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

「
第
二
の
法
門
」
に
関
し
て
は
、
安
国
院
日
講
師
の

『
録
内
啓
蒙
』
に
よ
れ
ば
従
来
、
三
種
の
解
釈
が
存
じ

た
よ
う
で
あ
り
、　
一
方
、
大
石
寺
二
十
六
世
日
寛
師
の
説
も
存
す
る
の
で
あ
る
が
、
既
に
慶
林
坊
日
隆
師
は

『
一
帖
抄
』
に

融
舜
卿
“
」
耐
一
］
瞳
い
は
岬
れ
時
」
¨
躊
州
〔
］
〉
】
劃
わ
鰤
陶
け
れ
三 ‐こ
に
時
呻
動
時
均
薇
『
嘲
「
轡
脚
紅
『
ル
て
過
去
久
遠
の

と
解
し
、
他
の
著
作
に
於
て
も
頻
り
に
言
及
が
あ
る
よ
う
に
、

「
第
二
」
と
は

『
法
華
玄
義
』
第

八

だ
咽
）
所

説

の

〓
一
種

教

相

の
第

三
、
師
弟

遠
近
不
遠
近

相
を
意
味
す
る
も
の
と
せ
ら
れ
て
い
る
。
前
掲

『
稟
権
抄
』
の
文
義
か
ら
し
て
、
や
は
り
此
の
解
釈
が
最
も
妥

［
け
“
一
［
舞
畔
に
い
詢
』
［
け
鐵
【
』
琳
』
』
一
】
［
臨
ば
」
直
『
二
十
六
歳
の
正
嘉
元
年

（
〓
一五
七
）
の

『
三
八
必
嘔
）（鎮
群
一
〓
三

三
）

言
及
し
、
図
解

・
要
文
も
ま
た
幾
篇
か
存
在
し
て
い
て
、
今
の
よ
う

に
解
す
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
現
代
の
解
説
の
殆
ん
ど
が
同

一
見
解
で
あ
る
こ
と
を
み
て
も
首
肯
さ
れ
る
こ
と

で
あ

ろ

宗
祖
の
教
相
論
に
関
す
る
一
視
点
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宗
祖
の
教
相
論
に
関
す
る

一
視
点

う

。も

っ
と
も
、
後
述
の
如
く

「
第
二
」
の
意
味
す
る
所
は
天
台
の
三
種
教
相
の
原
意
そ
の
ま
ゝ
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
日
蓮

教
学
に
お
い
て
、
天
台
に
外
宜
述
面

・
内
鑑
本
密
の
両
面
が
言
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
故
に

「
第
二
の
法
門
」
の
解
釈
も
、
そ
の
内
包
す

る
所
を
展
開
し
て
ゆ
け
ば
上
記
の
種
々
の
見
解
に
通
ず
る
面
も
あ
る
と
い
う
べ
く
、
こ
の
点
が

″
教
学
″
理
解
の
難
し
さ
で
も
あ
る
が
、

原
文
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
す
る
限
り
、
ま
ず
三
種
教
相
の
第
二
の
上
に
た
つ
法
門
で
あ
る
と
い
う
事
は
動
か
な
い
の
で
あ
る
。

さ
て
次
に
は
、
宗
祖
が

「
第
二
の
法
門
」
と
言
わ
れ
た
そ
の
意
味
を
更
に
考
察
す
る
為
に
、
今
少
し

『
稟
権
抄
』
の
文
に
そ
っ
て
窺

っ

て
み
る
こ
と
ゝ
す
る
。
ち
な
み
に
本
抄
は
、
真
蹟
十
紙
が
中
山
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
第

一
等
資
料
で
あ
り
、
富
木
常
忍
と
了
性
房
と
の
間

答
の
内
容
を
伝
え
て
貴
重
で
あ
る
が
、
今
の

「
第
二
ξ
」
も
問
答
の
勝
利
の
報
告
を
受
け
た
宗
祖
が
、
主
要
論
争
点
と
な

っ
た

『
法
華
文

句
記
』

（軌
珠
ウ
）
の

「
稟
ゅ
テ
権
フ出
ン′レフ
界
フ名
テ為
一
虚
出
ど

の
文
を
解
釈
さ
れ
る
文
脈
の
中
で
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

即

ち

富

木

氏
の
報
を
受
け
た
宗
祖
は
此
の
記
の
文
が
、
寿
量
品
の

「
諸

善
男
子
。
如
来

見
下
諸

衆
生

楽
二
於
小
法
・徳
薄
垢
重

者
上
♂
未
二
曽

暫

廃

ξ̈
」
の
文
を
解
釈
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
寿
量
品
の
文
は
初
成
道
の
華
厳
の
別
円
♂
法
華
経
述
門
十
四
品
を
小
法

・
徳

薄

垢

重

・
虚
出
等
と
説
け
る
経
文
で
あ
り
、
よ

っ
て

「
華
厳
経

華
厳
宗

ｏ
深
密
経

法
相
宗

・
般
若
経

〓
一論
宗

ｏ
大
日
経

真
言
宗

ｏ
観

経

浄
土
宗

・
拐
伽
経
の
禅
宗
等
の
諸
経

諸
宗
は
、
如
二
依
経
一読
二
誦

　

其
経
一不
ン
出
塾
一界
一不
レ
出
■
一途
・者
也
。
」
等
と
批
判
し
、
此
の

法
門
は
付
法
蔵
の
二
十
四
人
、
竜
樹

・
天
親
等
も
知

っ
て
之
を
顕
さ
ず
、
漢
上
に
て
も
但
だ
天
台

・
妙
楽
等
が
ほ
ゞ
之
を
演
べ
、
伝
教
大

師
も
同
様
で
あ
る
と
云
う
。
そ
し
て
更
に
涅
槃
経

（凱
林
騰
孵
三
の
一し
の

「
晴
∵
だ
一
三
法
ｒ
惨
考
異
′想
プ
石
Ｊ
ヨ
一
知
ル
是
′非事
′、清
浄
′
三
百
師
則

無
二依
処
・所
有

禁
戒
皆
不
二
具
足
一終

不
レ
能
レ
証
二　
声
聞
縁
覚
菩
薩
之
果
Ｌ

等
の
文
は
、
法
華
経
寿
量
品
を
顕
説
し
た
も
の
で
あ
り
、

寿
量
品
を
木
に
、
雨
前

・
述
門
を
影
に
昏
え
た
も
の
と
さ
れ
る
。
従

っ
て

「
五
時
八
教

・
当
分
跨
節

・
大
小

益

如
¨
影
ノ
　

本
門
の
法
門

は
如
ン
木
野
。
又
寿
量
品
己
前
之
在
世
之
益
は
間
中

木
影
也
。
過
去
に
聞
二
寿
量
品
・者

事
也
等
ξ
。
」
と
結
せ
ら
れ
る
。

『
稟
権
抄
』
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で
は
続
い
て

「
又
不
信

非
二
謗
法
・申

事
。
又
云

不
信

者
不
レ
堕
一
地
獄
一事
。
五

巻

．一ム
　

生
ゅ
テ
疑

不
レノレ信

者

則

当
ンニ堕
二
悪
道
一

ξ
。
」
と
あ

っ
て
、
不
信
者
＝
謗
法
者
＝
堕
獄
を
述
べ
ら
れ
る
が
、
そ
の
証
文
に
五
の
巻
の
文

（従
地
涌
出
品
末
の
請
答
の
文
の

一
節
）

を
出
さ
れ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
も

「
第
二
の
法
門
」
を
主
張
せ
ら
れ
る
文
脈
の
中
で
言
わ
れ
た
も
の
と
解
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い

で
あ
ろ
う
。
こ
の
あ
と
原
文
は

「
総

御
心

へ
候

へ
」
と
あ

っ
て
、
小
稿
冒
頭
引
用
の
、
当
面
の
問
題
の
文

へ
続
く
の
で
あ
る
。

文
意
を
正
確
に
把
握
せ
ん
と
し
て
煩
を
い
と
わ
ず
紹
介
し
た
が
、
こ
れ
ら
の
文
勢
は

『
本
尊
抄
』
法
界
三
段
の
序

¨
正
対

判

の
箇

所

（定
遺
七
一
四
）
に
同
じ
も
の
を
感
じ
さ
せ
る
。
こ
こ
で
以
上
の
文
意
に
よ
り

「
第
二
の
法
門
」
の
意
味
す
る
所
を
ま
と
め
れ
ば
、

０
第
二
と
は
三
種
教
相
の
第
二
教
相
で
あ
る
。

０
天
台
の
第
二
教
相
と
は
、
師
弟
の
遠
近

・
不
遠
近
の
相
、
即
ち
師
弟
の
入
実
施
権
の
過
去
に
遡
る
か
否
か
を
以
て
雨
前
と
法
華
経
と
の

相
異
を
認
め
、
法
華
経
を
実
、
雨
前
を
権
と
す
る
に
あ
る
が
、
今
の
文
で
は
本
門
正
意
、
雨
前

ｏ
述
門
無
得
道
の
説
で
あ
る
。

０
そ
の
本
門
と
は
寿
量
品
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
久
遠
下
種
の
立
場
で
あ
る
こ
と
。
即
ち
、
寿
量
以
前
在
世
の
益
は
間
中
の
木
影
に
讐
え
ら

ら
れ
て
い
る
が
、
過
去
に
寿
量
品
を
聞
い
た
者
の
こ
と
と
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
久
遠
下
種
の
功
に
奪
わ
れ
る
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。

”
涌
出
品
の
引
文
は
、
遠
を
疑
う
者
に
対
し
て
誠
じ
め
ら
れ
た
内
容
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
不
信
＝
謗
法
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い

２
つ
。

０
こ
の
法
門
は
末
法
＝
五
五
百
歳
に
譲
り
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。
耶
ち
第
二
の
法
門
を
沙
汰
す
る
こ
と
は
直
ち
に
末
法
の
為
で

あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

以
上
の
如
く
な
ろ
う
。
こ
の

『
稟
権
抄
』
の
文
よ
り
し
て
、
宗
祖
の
教
相
論
は
、
少
く
と
も
右
に
挙
げ
た
如
き
視
点
を
満
足
す
る
も
の
で

な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
了
解
せ
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。

宗
祖
の
教
相
論
に
関
す
る
一
視
点

―-89-―



宗
祖
の
教
相
論
に
関
す
る

一
視
点

と
こ
ろ
で
、
宗
祖
遺
文
中

に
は
、
三
種
教
相
に
関
し
て

「
二
五

注返
化
」
等

の
、　
一
見
、

「
第
二
の
法
門
」
と
矛
盾
す
る
が
如
き

表

現

が
み
え
て
い
る
。
次
節

で
は
そ
の

「
二
五
」
の
法
門
の
意
味
す
る
処
、
及
び

「
第
二
」
と
の
関
係
等
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
る
こ
と
と
し

た

い
。

三
、
三

五

の

二

法

二
五
の
二
法
と
は
、
文
永

一
一
年

（
〓
一七
四
）
の

『
法
華
取
要
抄
』

（真
存
、
定
遺
八
一
こ
　
に
出
づ
る
語
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も

な
く
、
三
と
は
化
城
喩
品
所
説
の
三
千
塵
点
、
五
と
は
如
来
寿
量
品
所
説
の
五
百
塵
点
を
指
し
、
共
に
久
遠
を
表
す
る
讐
喩
に
由
来
す
る

も
の
で
あ
る
。

『
法
華
取
要
抄
』
で
は
、
法
華
経
の
諸
経
に
超
過
す
る
所
以
に
二
十
箇
条
あ
る
う
ち
、

最
も
重
要
な
も
の
と
し
て

「
三

五
ノ
一
一灘
」
を
挙
げ
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
無
論
、
妙
楽
湛
然
の

『
法
華
文
句
記
』
巻
四
（琳
○
ヲ
以
下
）
の
十
双
歎
に
基
く
伊
つ
で

「
況
ャ
述

化
ｉ
挙
一
三
千
ノ
墨
鰤
一本
成
ス
喩
）
り
五
百
ノ微
塵
一た
述
ノ
事
希
ナ
リ
諸
教
二不
ン
誌
〕
（銅
○
ウ
）
を
承
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
遺
文
中

に
も

『
法
華
経
二
十
重
勝
諸
教
義
』

（雄
齢
一三
軒
だ
ル
一
一七
七
）
な
る
御
書
も
存
す
る
の
で
あ
る
。
而
し
て

『
取
要
抄
』
で
は
、
諸
経
所
説

の
諸
仏
の
因
位
と
法
華
経
所
説
の
釈
尊
の
因
位
を
比
較
す
れ
ば
、
釈
尊
は
三
千
塵
点
劫
己
来
、
娑
婆
世
界
の

一
切
衆
生
の
結
縁
の
大
士
で

あ
り
、
諸
仏
如
来
の
果
位
と
法
華
経
寿
量
品
所
説
の
釈
尊
の
果
位
と
を
論
ず
れ
ば
、
本
仏
釈
尊
は
既
に
五
百
塵
点
己
来
、
妙
覚
果
満
の
仏

で
あ
る
と
、
三

・
五
を
釈
尊
の
因
位

・
果
位
に
約
し
て
配
当
し
て
あ
る
。
但
し
、
本
節
の
標
題
に
お
け
る

「
二
五
の
二
法
」
と
は
、
必
ず

し
も

『
取
要
抄
』
の
内
容
の
み
に
止
ま
ら
ず
、
三

◆
五
塵
点
に
由
来
す
る
種
々
の
場
合
を
も
私
に
総
称
し
た
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
、
こ

の
二
五
の
二
法
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
天
台
所
立
の
三
種
教
相
の
第
二

・
第
二
の
根
拠
と
な

っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
第
二
の
上
に
立

つ
こ
と
を
標
榜
せ
る

『
稟
権
抄
』
の
説
と
の
関
係
を
み
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
前
述
の
如
く
で
あ
る
。

扱
て
、
宗
祖
遺
文
の
中
で
の
、
二
五
の
二
法
は
種
々
な
形
で
現
れ
て
い
る
。
と
云
う
よ
り
、
三

・
五
塵
点
と
い
う
久
遠
の
開
顕
に
関
連

- 90 -



し
て
、
或
は
仏
身
論
、
或
は
成
仏
論
、
或
は
教
相
論
、
等
々
が
展
開
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
方
が
適
切
で
あ
る
が
、
小
稿
に
於
て
問
題
と

す
る
の
は
、
特
に
教
相
論
に
関
連
し
た
面
で
あ
る
。

い
っ
た
い
、
宗
祖
遺
文
に
お
け
る
二
五
の
二
法
は
、
要
文
抜
書
と
図
録
で
あ
る

『
三
八
教
』
は
措
い
て
、
意
識
的
に
言
及
さ
れ
る
と
き

最
初
は
謗
法
意
識
と
関
る
形
で
現
れ
て
い
る
。
そ
の
初
出
は
、
管
見
に
お
い
て
は
正
元
元
年

（
〓
一五
九
）
の

『
守
護
国
家
論
』

奮
日真
）

で
あ
り
、

如
電
彼
久
遠
下
種

・
大
通
結
縁

者

経
コ
五
百

・
三
千

塵
点
・者
上
捨
一
テ
法
華

大
教
・遷
¨
ヵ
雨
前

権
小
一故

．後
．ハ捨
一
権
経
一
回
二
六

道
∵

不
軽
軽
毀
之
衆
ハ千
劫
堕
一
阿
鼻
地
獄
∵

信
一
テ権
師
一
弘
一
ル実
経
一者
二作
一
夕
劣
誹
謗
一故
也
。

（定
遺

一
〓
じ

と
云
わ
れ
る
。
周
知
の
如
く
、
本
抄
の
段
階
で
は
宗
祖
の
立
場
は
法
華
真
言
同
と
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
後
の
純
粋
に
法
華
経
を
第

一
と
す
る
立
場
か
ら
の
と
は
内
容
的
に
異

っ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
二
五
の
二
法
に
言
及
せ
ら
れ
る
そ
の
仕
方
が
、
謗
法
意
識
に
よ
る
も

の
で
あ
る
こ
と
は
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

っ
て
、
既
に
此
の
点
に
於
て
天
台
の
場
合
と
の
際
だ

っ
た
相
違
を
示
し
て
い
る
。
こ

の
時
期
に
二
五
塵
点
が
謗
法
者
経
歴
の
時
間
と
し
て
強
調
せ
ら
れ
る
こ
と
は
、
佐
前
の
破
斥
の
対
象
が
主
と
し
て
念
仏
宗
で
あ
る
の
を
思

え
ば

「
謗
法
者
」
の
意
味
す
る
も
の
は
念
仏
者
で
あ
り
、
従

っ
て
大
通
十
六
王
子
の
第
九
が
阿
弥
陀
仏
と
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が

一
層
、

二
五
塵
点

へ
の
言
及
を
促
し
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
文
永
元
年

（
〓
〓
ハ
四
）
の

『
題
目
弥
陀
名
号
勝
劣
事
』

『
南
条
兵
衛
七
郎
殿
御
書
』

（
ｎ
）

（断
真
）
の
内
容
か
ら
充
分
推
測
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
佐
前
の
言
及
は
、
然
し
ま
だ
第
三
者
的

ｏ
客
観
的
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
文
永
九
年

（
〓
一七
一
じ

の

『
開
目
抄
』
奮
日真
）
『
佐
渡

御
書
』
に
至

っ
て
御
自
身
の
謗
法
罪
を
問
わ
れ
る
文
脈
に
於
て
云
わ
れ
る
態
度
と
比
較
す
る
時
、
明
確
に
印
象
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

即
ち

『
佐
渡
御
書
』
に

又

（私
註
、
日
蓮
の
）
過
去
の
謗
法
を
案
ず
る
に
誰
か
し
る
。
…
…
大
通
第
二
の
余
流
に
も
や
あ
る
ら
ん
。

（定
遺
六
一
四
）

宗
祖
の
教
相
論
に
関
す
る
一
視
点
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宗
祖
の
教
相
論
に
関
す
る
一
視
点

日
蓮
も
過
去
の
種
子
己
に
謗
法
の
者
な
れ
ば
…
…

（定
遺
六
一
五
）

等
と
あ
る
如
き
で
あ
る
。
こ
の
自
己
省
察
の
深
刻
さ
は

『
開
目
抄
』

『
佐
渡
御
書
』
を
以
て
頂
点
と
す
る
よ
う
で
あ
る
が
、
同
時
に

『
開

目
抄
』

に
は
、

種
熟
脱
の
三
益
を
強
調
し
、　
三
益
を
以
て
諸
経
を
分
別
し
よ
う
と
す
る
宗
祖
独
自
の
教
相
論
的
表
現
が
み
え
て
お
り
、

『
本
尊
抄
』
に
至

っ
て
、
そ
れ
が
体
系
化
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
後
に
改
め
て
ふ
れ
る
こ
と
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
体
系
的

記
述
が
、
佐
渡

一
谷
に
移
さ
れ
て
よ
り
身
延
御
入
山
初
期
ま
で
の
間
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
後
、
身
延
期
の
御
書
に
於
け
る
二
五
の
二
法
に
関
す
る
言
及
も
、
佐
前
の
如
く
謗
法
者
退
転
の
時
間
と
し
て
の
も
の
が
多
い
の
で

あ
る
が
、
但
し
そ
の
意
図
す
る
所
は
、　
そ
れ
を
以
て
信
心
を
励
ま
さ
れ
る
点
に
存
す
る
の
で
あ
る
。

例
せ
ば
建
治
二
年

（
〓
一七
工Ｃ

の

『
忘
持
経
事
』

（真
存
）
で
は
、
富
木
常
忍
が
持
経
を
忘
れ
て
帰

っ
た
こ
と
に
ち
な
ん
で

大
通
結
縁

輩

亡
夢
衣
珠
一経
一
三
千
塵
劫
一脚
二
厨

貧
路
一、
久
遠
下
種
之
人

亡
夕
良
薬
・送
二
五
百
塵
点
一顛
二
倒

り
三
途

瞼
地
一

（定
遺
一
一
五
〇
）

と
云
わ
れ
て
い
る
の
も
、
他
の
経
教
を
批
判
す
る
こ
と
よ
り
も
、
富
木
氏
に
親
し
く
シ
ャ
レ
な
が
ら
、
信
心
増
進
を
願
わ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
然
し
、
同
じ
よ
う
な
内
容
で
あ
り
な
が
ら
、
弘
安
五
年

（
〓
一八
一
し

の

『
春
初
御
消
息
』
で
は
寒
さ
の
忍
び
難
さ
に

す
で
に
読
経
の
こ
え
も
た
え
、
観
念
の
心
も
う
す
し
。
今
生
退
転
し
て
未
来
二
五
を
経

事
を
な
げ
き
候
つ
る
に
…
…
（定
遺
一
九
〇
八
）

と
述
べ
ら
れ
、
こ
れ
が
今
生
最
後
の
春
と
な
ら
れ
た
こ
と
を
思
え
ば
誠
に
お
傷
し
い
こ
と
で
あ

っ
た
。

以
上
概
観
し
た
よ
う
に
、
二
五
の
二
法
は
佐
前

・
佐
後
を
通
じ
て
謗
法
意
識
と
関
り
あ
う
形
で
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
三
五
塵
点
が
謗

法
者
の
経
歴
す
る
時
間
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
即
ち
、
退
転
者
を
調
熟
す
る
時
間
で
も
あ
る
わ
け
で
、
三
世
十
方
微
塵
の
経
教
は
、
久

遠
下
種
退
転
の
衆
生
の
熟
脱
の
教
化
の
為
に
説
か
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
何
故
な
れ
ば
、
久
遠
下
種
を
信
受
し
た
者
は
即
身
に

成
仏
す
る
の
で
あ

っ
て
、

『
真
蹟
断
簡
七
』
で
は
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久
遠
大
通
の
御
時
法
華
経
を
な
ら
い
し
人
、
此
経
を
す
て
ざ
り
し
は
、
二
五
の
塵
点
を

へ
ず
、
則

仏
に
な
り
け
り
と
み
ゆ
。

（定
遺
二
四
七
八
）

と
云
わ
れ
て
い
る
。
彼
等
に
と

っ
て
の
二
五
塵
点
は
輔
仏
行
化
の
時
間
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
故
に
二
五
の
二
法
を
三
益
論
の
立
場

よ
り
み
る
時
、
先
述
の
如
く
宗
祖
独
自
の
教
相
論
の
展
開
と
な
る
の
で
あ
り
、
二
五
の
遠
事
は
法
華
経
の
み
に
顕
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
下

種
益
は
法
華
経
に
あ
り
、
他
の
経
教
は
そ
れ
を
退
転
し
た
者
の
熟

・
脱
の
益
の
為
に
あ
る
、
換
言
す
れ
ば
、
諸
経
に
成
仏
の
得
益
あ
り
と

説
か
れ
る
の
も
当
分
の
こ
と
で
、
実
は
成
仏
の
得
益
は
す
べ
て
法
華
経
に
帰
す
る
の
で
あ
る
と
い
う
の
が
そ
の
根
幹
で
あ
る
。
こ
れ
を
鮮

明
に
述
べ
ら
れ
る
御
書
は
、
宗
祖
が
佐
渡

一
谷
に
移
ら
れ
て
以
降
、
身
延
御
入
山
初
期
に
至
る
も
の
に
限
ら
れ
る
こ
と
も
既
述
の
通
り
で

あ
る
。
而
し
て
、
こ
の
立
場
は
既
に

『
開
目
抄
』
に
み
え
て
お
り

真
言

ｏ
華
厳
等
の
経
経
に
は
種
熟
脱
の
三
義
名
字
　
猶
な
し
。
何

況
　
其
義
を
や
。
…
…
種
を
知
ら
ざ
る
脱
な
れ
ば
超

高

が

位

に

の
ぼ
り
、
道
鏡
が
王
位
に
居
せ
ん
と
せ
し
が
ご
と
し
ｏ
宗
々
互
に
権
を
請

。
予
此
を
あ
ら
そ
わ
ず
。
但
経
に
任
す
べ
し
。
法
華
経
の

種
に
依
て
天
親
菩
薩

種
子
無
上
を
立

た
り
。
天
台
の

一
念
三
千
こ
れ
な
り
。

（定
遺
五
七
九
）

（
・４
）

等
と
あ
っ
て
、
三
益
、
殊
に
は
種
子

・
下
種
の
顕
否
を
重
視
せ
ら
れ
て
い
る
。

『
開
目
抄
』
に
は
古
来
、
五
重
相
対
の
教
判
が
明
さ
れ
て

い
る
と
さ
れ
、
そ
の
第
五
に
つ
い
て
議
論
が
あ
る
が
、
こ
う
し
て
み
れ
ば
当
然
、
第
五
は
種
脱
相
対
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
で
あ

ろ

（‐５
）

う
。
然
し
そ
の
五
重
相
対
の
教
判
も
実
際
は
、
殆
ん
ど
分
節
し
難
い
よ
う
な

一
気
呵
成
の
文
脈
の
中
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
宗

祖
御
自
身
の
文
章
で
の
体
系
的
記
述
は
、
や
は
り

『
観
心
本
尊
抄
』
を
ま
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

『
本
尊
抄
』
で
は
宗
祖
独
得
の
五
重
三
段
の
教
判
を
御
自
身
で
明
瞭
に
述
べ
ら
れ
る
な
ど
、

『
開
目
抄
』
と
は
趣
き
の
異

っ
た
叙
述
を

（
・６
）

せ
ら
れ
て
い
る
。
宗
祖
が

一
切
諸
経
教
を
ど
う
み
て
お
ら
れ
た
か
は
、
や
は
り
第
五
法
界
三
段
の
箇
所
を
み
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
宗

祖
は
法
界
の
諸
経
教
を
三
益
に
よ

っ
て
次
の
よ
う
に
分
別
さ
れ
る
。
即
ち

宗
祖
の
教
相
論
に
関
す
る
一
視
点
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宗
祖
の
教
相
論
に
関
す
る
一
視
点

所
謂
ル
一
往
見
¨
之
フ
時
ハ以
一
久
種
一
為
一
下
種
一
大
通

ｏ
前
四
味

・
述
門
フ
為
ゅ
テ
熟
ト

と
。
こ
れ
を
そ
の
ま
ゝ
図
解
す
れ
ば

81査 径
（久
遠
下
種
）

下
種

と
な
り
、
本
門

一
品
二
半
は
極
脱
に
し
て
、
本
仏
釈
尊
の
久
遠
以
来
の
教
化
の
終
極
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ

が

一
往

の

立
場
で
あ
る
の
は
、
右
の
引
文
は
法
界
三
段
の
流
通
分
を
明
す

一
節
の
中
に
あ

っ
て
、
在
世
正
宗
脱
益
中
心
の
立
場

と
し
て

（
つ
ま

り

天
台
智
顎
以
来
の
通
念
と
し
て
）
み
た
場
合
を
挙
げ
た
の
で
あ
り
、
実
は
こ
れ
は
同
時
に
、
今
日
の
脱
は
過
去
久
遠
下
種
の
功
に
よ
る
も

の
で
あ
る
と
、
脱
を
久
遠
下
種
に
還
す

（以
脱
還
種
）
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
、
そ
こ
で
下
種
を
主
と
み
れ
ば
、
本
門
は
滅
後
の
為
に
説

か
れ
た
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
す
ぐ
次
の
文
の

「
再
往
見
写
之
フ
不
ン
似
二述
門
二

本
門
ハ序
正
流
通
倶
二以
一
末
法
之
始
一
為
¨

詮
」

（定
遺
七
一
五
）
を
既
に
予
想
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
働
て
、
再
往
と
は
、
滅
後
流
通
下
種
の
立
場
を
言
う
の
で
あ
り
、
『
取
要
抄
』
の

順
読

・
逆
読
も
、
今
の

一
往

・
再
往
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
の
は
言
う
迄
も
な
い
。
再
言
す
れ
ば
、
寿
量
品

（
一
品
二
半
）
は
、
脱
益

を
明
す
と
同
時
に
久
遠
下
種

・
三
世
益
物
を
明
し
、
む
し
ろ
久
遠
下
種
を
明
す
点
に
、
滅
後
末
法
の
我
々
の
為
と
な
る
理
由
が
あ
る
と
言

う
の
で
あ
る
。

以
上
の
如
く
、
久
遠

・
大
通
乃
至
今
日
本
門
を
三
益
に
よ
っ
て
分
別
す
る
と
い
う
の
は
、
や
は
り
三
種
教
相
の
中
の
第
二

・
第
二
、
殊

日 間
一 世
代 々

|

|  |
霧 前
華  四
1  味
| |
本 述
Ftt  F]

IL■
登

等
妙

脱 熟

至
二
本
門
一令
ン
登
二
等
妙
入
定
遺
七
一
五
）
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に
は
第
二
を
基
底
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
今
の
図
解
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
大
通
覆
講
は
、
熟
益
に
属
せ
し
め
ら

れ
て
お
り
、
そ
の
事
は
、
今
の
引
文
の
少
し
後
に

久
遠
下
種

・
大
通
結
縁

・
乃
至
前
四
味

・
述
門
等

一
切

菩
薩
二
乗
人
天
等

於
二本
門
一得
道
　
是
也
。

（定
遺
七
Ｉ
Ｃ

と
あ

っ
て
、
前
掲

『
守
護
国
家
論
』
等
の
諸
御
抄
に
も

「
久
遠
下
種

・
大
通
結
縁
」
と
あ
る
の
は
、
結
縁
＝
熟
益
の
一
分
で
あ
り
、
こ
こ

で
は
、
三

・
五
は
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

而
る
に
宗
祖
遺
文
の
中
に
は
、
三

・
五
が

一
具
に
扱
わ
れ
て
い
る
如
き
表
現
が
存
す
る
。
そ
の
顕
著
な
例
は

『
曽
谷
入
道
殿
許
御
書
』

（文
永
十
二
年
・
真
存
）
で
、
少
し
く
長
く
な
る
が
引
用
す
れ
ば

文
句

十

一一ム
問

日
‐
釈
迦

出
世

テ
蜘
蝠

テ
不
レ
説
。
今

此

何

意
、
造
次
．ン
テ
而
説

ハ何

也
。
答

日

本
己
．有
竃
ハ善
釈
迦
以
¨
札

而
将
二
護
シ
之
マ

本

′レ
未
ニレタ侑
¨
善
不
軽
以
¨
大
フ
而
強
塾
一
ス
之
）
等
ξ
。
釈
′
心
ハ寂
滅

・
魔
野

・
大
宝

ｏ
白
鷺
等
′
前
四
味
之
小
大

・
権
実
ノ

諸
経

・
四
教
八
教
之
所
被

機
縁
　
彼
等
之
尋
二
見
　
過
去
一於
二久
遠
大
通
之
時
一下
二
　
於
純
円
之
種
一諸
衆
謗
二
　

一
乗
経
一経
二
歴

二
五
之
塵
点
一
雖
【
然
ッ
ト
所
″
下
セ
ン
下
種
純
熟
之
故
二時
至
テ
自
ラ
顕
一
ス繋
珠
∵

但
四
十
余
年
之
間
過
去
二己
二結
縁
之
者
モ
猶
可
け
有
っ謗
ノ

義
・之
故

．且

ク演
二
説

テ
権
小

諸
経
一令
【
練
二
根
機
一。
問

日

華
厳
之
時
別
円

大
菩
薩
乃
至
観
経
等
之
諸

凡
夫

得
道

如
何
。
答

日

彼
等
衆

者
以
を
時

論
ン
ハ之

其
経

似
ニ
ト
モ得
道
一以
ンテ実

勘
ンル
ニ之

二
五
下
種

輩
也
。
…

（定
遺
八
九
六
）

等
と
あ
り
、
こ
こ
に
至

っ
て
、
明
確
に
諸
経
無
得
道
の
理
由
が
三
五
下
種
の
功
に
奪
わ
れ
る
為
で
あ
る
と
示
さ
れ
、
宗
祖
の
教
相
論
が
積

極
的
に
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

「
久
遠
大
通
」

「
二
五
下
種
」
等
の
表
現
は
、
先
の

『
本
尊
抄
』
の
中
で
も

「
大
通
久

遠

下
種
」
（定
遺

七
〇
ユ○
、

「
二
五

遠
化
」
（定
遺
七
一
じ
等
と
あ
る
の
と
同
じ
く
、
三

・
五

（即
ち
三
種
教
相
の
第
二
、
第
二
）
を

一
具
と
し

て
表
現
せ

ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、

「
第
二
の
法
門
」
を
標
榜
せ
ら
れ
た
の
と

一
見
、
矛
盾
す
る
が
如
く
で
あ
る
。
然
し
、
今
の

『
曽
谷
書
』
の
文
で

も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
れ
は
今
日

一
代
の
諸
経
の
得
道
は
、
過
去
法
華
の
下
種
結
縁
に
そ
の
原
因
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ

宗
祖
の
教
相
論
に
関
す
る
一
視
点
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る
。
即
ち
今
日

一
代
の
化
道
の
根
本

（始
）
は
大
通
覆
講
で
あ
り
、
そ
れ
を
抜
き
に
は
で
き
ず
、
ま
た
更
に
根
本
の
下
種

・
種
子
は
久
遠

下
種
に
よ

っ
て
明
さ
れ
る
の
で
、
こ
れ
は
言
う
迄
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
従

っ
て
、
今
日

一
代
に
対
し
て
、
過
去
の
下
種
の
あ
り
所
を
問

題
と
す
る
場
合
、
三

・
五
を

一
具
と
せ
ら
れ
た
も
の
と
拝
さ
れ
る
。
二
五
塵
点
の
当
処
に
於
て
そ
れ
ぞ
れ
因

・
果
が
論
ぜ
ら
れ
る
べ
き
で

あ
る
こ
と
は

『
本
尊
抄
』
（定
遺
七
〇
七
）

に
明
ら
か
で
あ
る
に
も
関
ら
ず

『
取
要
抄
』
で
は
三

・
五
を
釈
尊
の
因
位

・
果
位
に
配
当
せ
ら

れ
て
い
る
の
も
、
特
に
今
日

一
代
に
対
し
て
の
意
義
を
強
調
せ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
、
今
の
場
合
と
同
様
に
考
え
ら
れ
よ
う
。

但
し
、
久
遠

・
大
通
を
厳
密
に
三
益
で
判
ず
る
な
ら
ば
、
先
述
し
た
如
く

「
久
遠
下
種

・
大
通
結
縁
」
の
表
現
で
区
別
さ
れ
て
い
る
の

（
・７
）

で
あ
り
、
こ
の

「
二
五
下
種
」
と

「
第
二
の
法
門
」
が
矛
盾
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
容
易
に
知
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

以
上
、

「
第
二
の
法
門
」
と
の
関
り
に
留
意
し
つ
つ
、　
コ
一五
の
二
法
」
に
つ
い
て
み
て
き
た
が
、
遺
文
中
に
は
、
こ
の
外
、
法
華
経

が
他
経
に
対
し
て
勝
れ
た
る
所
以
と
し
て
あ
ぐ
る
場
合
、
娑
婆
世
界
の
本
主
は
釈
尊
で
あ
る
こ
と
の
強
調
、
阿
弥
陀
仏
も
法
華
経
に
よ
る

得
鵡
℃
等
の
根
拠
に
二
五
の
二
法

（
い
ず
れ
か

一
方
の
み
の
場
合
も
あ
り
）
に
ふ
れ
る
例
が
あ
り
、
ま
た
三

・
五
の
用
語
例
な
き
も
、
内

容
的
に
関
係
が
あ
る
と
見
ら
れ
る
遺
文
も
存
す
る
。
こ
れ
ら
は

「
第
二
の
法
門
」
が
た
て
ら
れ
る
以
上
、
当
然
派
生
す
る
こ
と
が
ら
で
あ

る
か
ら
、
こ
れ
以
上
の
穿
撃
は
措
く
が
、
宗
祖
の
教
相
論
に
と

っ
て
、
ど
う
し
て
も
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
御
書
と
し
て
、
隆
師
に
よ

っ
て
指
摘
さ
れ
た
の
が
、
か
の

『
焼
米
抄
』
で
あ
る
。

四
、
法
華
経
は
五
味
の
主

弘
安
二
年

（
〓
一七
九
）
八
月
十
七
日
に
系
け
ら
れ
て
い
る

『
曽
谷
殿
御
返
事
』

（異
称
、
焼
米
抄
）
に

法
門
を
以
て
五
味
に
た
と

へ
ば
…
…
法
華
経
は
五
味
の
主
の
如
し
。
妙
楽
大
師
云

若

ムＬ
レ
ハ教
旨
一法
華

唯
以
一
開
権
顕
超
一為
一
教
ノ

正
主
で

独
得
¨
妙
ノ名
一
意
在
「
於
此
一ξ
。
又
云
ク
故
二知
ン
ヌ法
華
ハ為
ン醍
醐
ノ
正
主
等
ξ
。

此
釈
は
正
く
法
華
経
は
五
味
の
中
に
は
あ
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ら
ず
。
此
釈
の
心
は
五
味
の
寿
命
を
や
し
な
ふ
、
寿
命
は
五
味
の
主
也
。
天
台
宗
に
は
二
の
意
あ
り
。

一
に
は
華
厳

・
方
等

・
般
若

・
涅
槃

・
法
華
同

醍
醐
味
也
。
此
釈
の
心
は
雨
前
と
法
華
と
を
相
似
せ
る
に
に
た
り
。
世
間
の
学
者
等
此
筋
の
み
を
知

て
、
法
華

経
は
五
味
の
主
と
中

法
門
に
迷
惑
せ
る
ゆ
へ
に
、
諸
宗
に
た
ぼ
ら
か
さ
る
ゝ
也
。
開
未
開
、

異
な
れ
ど
も
同
く
円
な
り
と
ξ
。

是

は
述
門
の
心
な
り
。

諸
経
は
五
味
、
法
華
経
は
五
味
の
主
と
、
申

法
門
は
本
門
の
法
門
也
。
此
法
門
は
各
台

・
妙
楽
粗
書

せ
給

候

へ
ど
も
、
分
明
な
ら
ざ
る
間
学
者
の
存
知
す
く
な
し
。
此
釈
に
若
論
教
旨
と
か
ゝ
れ
て
候
は
法
華
経
の
題
目
を
教
旨
と
は
か
ゝ
れ

て
候
。
…
…
法
華
経
の
題
目
は

一
切
経
の
神
、　
一
切
経
の
眼
目
也
。

（定
遺
王
ハ
五
四
２
五
）

と
あ
る
。
本
抄
は
曽
谷
教
信
の
息
で
あ
る
曽
谷
道
宗

（崇
）
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
、
古
来
、
い
わ
ゆ
る
録
内
御
書
の

一
で
あ
る
が
、
真

蹟
は
今
日
ま
で
の
所
、
見
出
さ
れ
て
お
ら
ず
、
定
遺
の
注
記
及
び
浅
井
要
麟
氏
の
説
に
よ
れ
ば
、
行
学
日
朝
師
の
所
写
本
が

存

在

す

る

（
２３
）

外
、
平
賀
本
土
寺

。
京
都
妙
蓮
寺
等
に
も
古
写
本
が
存
す
る
よ
う
で
あ
る
。
本
抄
に
対
す
る
真
偽
論
は
殆
ん
ど
み
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る

が
、
浅
井
氏
は

「
そ
の
成
立
に
つ
い
て
は
考
う
べ
き
も
の
で
あ
ら
ふ
。
」
と
云
う
。
但
し
そ
の
論
拠
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。

右
の
文
意
を
考
え
る
に
、
儒
家
の
三
千

・
外
道
の
十
八
大
経
と
阿
合
経
と
を
相
対
す
る
こ
と
よ
り
説
き
始
め
て
、
終
に
法
華
経
を
五
味

の
主
と
結
し
、

『
摩
訂
止
観
輔
行
伝
弘
決
』
第
七
の
二
文
を
そ
の
証
文
と
し
、
更
に

「
天
台
宗
に
は
二
の
意
あ
り
」
と
し
て
、
第

一
に
約

教
釈
を
出
し

「
是
は
述
門
の
心
な
り
」
と
結
し
て
い
る
が
、
第
二
と
云
わ
ず
直
ち
に

「
諸
経
は
五
味
、
法
華
経
は
五
味
の
主
と
申
ス法
門
は

本
門
の
法
門
也
」
と
云
う
。
故
に
、
こ
れ
は

一
往
は
約
部
釈
の
立
場
に
た

っ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
宗
祖
が
約
教

釈

を

斥

い

約
部
釈
の
上
に
た
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
既
に
文
永
八
年

（
〓
石

こ

の

『
十
章
抄
』

（真
存
）
に
於
て

「
日
本
国
の
謗
法
は
雨

前

之

円

興
二
法
華

円
Ｌ
　
と
い
う
義
の
盛

な
り
し
よ
り
こ
れ
は
じ
ま
れ
り
。
」

（定
遺
四
九
〇
）
と
あ
る
の
で
も
明
ら
か
で
あ
る
。
然
し
な
が

ら
、
約
部
釈
の
立
場
と
す
る
と
、
そ
れ
が
本
門
の
法
門
で
あ
る
と
い
う
事
と
、
法
華
の
題
目
が

一
切
経
の
神

・
眼
目
で
あ
る
と
い
う
こ
と

が
直
ち
に
は
出
て
こ
な
い
。
よ

っ
て
行
学
朝
師
は

『
曽
谷
入
道
賜
御
消
息
見
聞
』
に

宗
祖
の
教
相
論
に
関
す
る
一
視
点
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ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
′
　
　
　
′
　
　
　
　
ハ　
　
　
　
ニ　
　
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２５
）

所
詮
超
八

円
、
三
説
超
過

法
門

至
極

本
門

有
レ
之
見
タ
リ
、
可
ン
思
ン
之
。

と
云
い
、
弘
経
寺
日
健
師
の

『
御
書
抄
』
で
は

五
味
主
ノ
法
門
ト
テ
勝
劣
方
タ
ニ
此
文
ヲ
勘

ヘ
テ
云
事
也
、
諸
経

五
味
、本
門

五
味
ノ
主
也
、
其

分
モ
可
ン
有
也
、
一
代
二
段
、　
一

ノ
　
　
ハ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
ハ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２６
）

代
三
段
ノ
習
有
ン
之
、
二
段

時

面
前

・
法
華
也
、
三
段

時

面
前

・
述
門

・
本
門
也
、麦

妙
楽

若
論
教
旨
等

釈
ハ
此
ノ
意
ナ
リ
。

と
あ
り
、
安
國
日
講
師
は
、　
弘
決
の
引
文
も
宗
祖
の
解
も
本
述
に
亘
っ
て
の
も
の
で
あ

る

が
、

「本
門

顕
本
遠
寿
以
為
・■
（命
こ

の

意
、
或
は

「本
興
二諸
経
■

向
永
異
」
の
潤
色
で
本
門
を
云
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
元
意
は
本
法
本
化
弘
経
の
正
意
に
約
し
た
も
の
で

（
２７
）

あ
る
、
等
と
云

っ
て
説
明
を
為
そ
う
と
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
具
体
性
を
欠
き
、
明
瞭
で
な
い
。
近
代
の
御
遺
文
講
義
を
例
に
と

っ
て

（
２８
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２９
）

も
、
例
せ
ば
井
上
恵
宏
師

・
北
尾
日
大
師
の
釈
は
共
に
五
味
主
を
比
喩
的
に
と
り
具
体
性
が
な
い
。
の
み
な
ら
ず
管
見
に
ふ
れ
た
、
以
上

（３０
）

の
解
釈
に
於
て
は
他
の
御
書
と
の
関
連
性
を
少
し
も
述
べ
て
い
な
い
点
が
不
審
で
あ
る
。

一
方
、
隆
師
の
此
の
御
書
全
体
に
つ
い
て
の
注
釈
本
は
存
在
し
な
い
が
、
五
味
主
の
解
釈
は
そ
の
著
作
中
に
散
見
し
て

い
る
。
今

の

『
焼
米
抄
』
に
約
教
釈
を
あ
げ
た
後
、
直
ち
に
本
門
と
あ
る
こ
と
に
つ
い
て

『
二
帖
抄
』
に
は

此
の
文
は
前
に
約
教
釈
を
出
し
て
次
に
五
味
主
と
云
ふ
事
を
判
ず
る
に
約
部
の
上
の
本
述
と
聞
へ
た
り
。
本
門
に
非
ざ
れ
ば
何
れ
を

以
て
か
今
日

一
代
の
五
味
主
と
せ
ん
や
。

等
と
あ
り
、
五
味
主
を
本
門
と
せ
ら
れ
る
。
而
し
て
こ
の
場
合
の
本
門
と
は
、　
一
経
の
上
の
こ
と
で
は
な
く
し
て
、
過
去
下
種
の
所
、
即

ち
二
五
下
種
の
こ
と
で
あ
る
と
解
す
る
の
で
あ
る
。
今
、

『
一
帖
抄
』
（桂
嗽
則
）
の
解
釈
に
よ

っ
て

『
焼
米
抄
』
の
文
意
を
図
解
す
れ
ば

一日榊］［幸囀［一嚇」「一『［］̈
一］一ヨ一‐［［一い̈
上‐‐［】
目̈一‐二五下種
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と
な
る
。
更
に
こ
の

「
諸
経
は
五
味
」
と

「
法
華
経
は
五
味
の
主
」
と
は
相
対
し
て
三
意
あ
り
と
せ
ら
れ
る
（印
・
し
の
で
、
そ
れ
を
図
解

す
れ
ば
次
の
よ
う
で
あ
る
。

一日蒔熱［［螂］ヨ‐‐］】‐‐「‐‐動

故
に
前
述
の
如
く
、
過
去
下
種
の
所
を
本
と
み
る
の
が
云
う
所
の

「
本
門
の
法
門
」
で
あ
り
、
五
味
主
＝
二
五
下
種
と
結
論
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
然
ら
ば
大
通
覆
講
と
久
遠
下
種
と
の
関
係
如
何
と
云
う
に
、
存
師
は
大
通

ｏ
久
遠
を
所
破

。
能
破
と
し
、
道
師
は
大
通

・
久
遠
を

利
』
共 。
「
猜
改
れ
け
榔
獅
「
摯
嚇
一
い
豪
向
い
経
諷
「
颯
嘲
［
疇
岬
錆
「
一
嘲
刹
「
謝
¨
』
喘
曖
『
ら
れ
て
い
る
。
（印
六
２
四
八
）
故
に

ち
な
み
に
、
先
の

『
二
帖
抄
』
に
於
て
は
、
三
五
塵
点
の
下
種
が
五
味
主
と
解
す
る
遺
文
上
の
証
拠
と
し
て
、
大
通
下
種
の
場
合
に
は

『
本
尊
抄
』
の

「
尋
諏
過
去
′結
縁
一
大
通
十
六
王
子
之
時
下
一
仏
果
′懸
Ｆ
一
…
…
遂
考
ノ
開
顕
）
機
是
也
」
（慣
竜
一し

を
あ
げ
、久
遠
下
種
の

場
合
に
は

『
稟
権
抄
』

『
法
蓮
抄
』
を
挙
げ
て
更
に

「
大
田
抄
の
初
に
明
か
に
之
を
澤
す
。
観
心
抄
の
本
門
三
段
の
下
、
此
ハ但
題
ロ
ノ
五

字
也
、
と
云
ふ
ま
で
此
の
意
と
之
れ
同
じ
。」
と
云
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
（瑚
聘
袖
五
ユじ

以
上
の
如
く
、
隆
師
の
場
合
に
は
、
他
の
遺
文
の
内
容
に
照
し
て
具
体
的
に
解
釈
し
、
五
味
主
と
は

一
往
は
二
五
下
種
、
再
往
は
久
遠

下
種
を
意
味
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
結
論
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
首
肯
さ
れ
る
所
で
あ
る
。
即
ち
、
い
わ
ゆ
る
五
味
主
の
教

相
で
あ
る
。
こ
の
観
方
は
、
他
師
と
異

っ
て
諸
御
抄
の
内
容
に
徹
底
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
既
に
紹
介
し
た
の
で
あ
る
が
、
実
は
非
常

に
興
味
深
い
の
は
、
彼
の
富
木
日
常
師
の
著
と
い
わ
れ
る

『
観
心
本
尊
抄
私
見
聞
』
に
は
隆
師
の
解
釈
と
ほ
ぼ
同
様
な
五
味
主
の
解
が
み

え
て
い
る
こ
と
で
、

『
本
尊
抄
』
の

「
論
一
ン．、其

教
主
・・…
‥
来
二
至

法
華
・顕
一
種
子
一遂
ニ
ノ開
顕
一機
是

也
」
の
解
釈
に
関
し
て

『
焼
米

抄
』
の
文
を
引
き
、

宗
祖
の
教
相
論
に
関
す
る
一
視
点
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宗
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雨
前
述
門
ハ者
本
仏
′施
権
也
、
下
種
ハ者
本
門
′妙
法
蓮
華
経
）
り
述
門
ト
ハ大
通
以
来
三
千
塵
貼
′事
フ名

述̈
門
一
也
、　
久
遠
ノ初
ス
全
ク

無
一
述
門
・哉
、　
自
『
久
遠
ノ実
本
一所
¨
垂
ル
中
間
今
日
′述
也
、
若
論
教
旨
ノ釈
′意
、
雨
前
述
門
ハ由不
教
、
本
門
ハ宗
旨
也
、　
開
権
顕
遠

為
教
正
意
ト
ハ者
五
時
五
味
′主
ハ但
夕
限
一
本
門
∵

‥
…
。盆
）

と
云
い
、
ま
た
天
台
宗
と
法
華
宗
と
の
教
相
の
各
別
な
る
こ
と
を
述
べ
る
に
つ
い
て
、
台

ｏ
当
を
述

・
本
に
分
ち
、
而
し
て
今
の
弘
の
七

・
八
、
疏
の
九
、
記
の
九
等
の
文
を
引
い
た
後
に

寿
量

本
仏
自
二
久
遠
・以
来
世
世
唱
一
成
道
一番
番

．垂
レ
述
、本
地

正
味

妙
法
蓮
華
経

レ
ハ定
二
仏
果

種
子
一給

事
可
ゅ
解
、
釈

且

れ
一

述
中

大
通
一為
ン
種

雖
【
寄
一
卜
漸
及

不
定
一不
下
以
一余
経
一為
レ
種
上
釈
、
レ
ハ終

．落
二
居

メ本
門
一也
、
其

故

述
門

成
仏

無
二
種
子
一、

開
示
悟
入

雖
一
是

述

要
一
リ
ト
若

顕
本

己

レ
ハ即

成
一
卜本

要
一釈
、下
，
記

．一ム
稟
け
権

出
¨
フ
界

名

為
二
虚
出
■
二
乗

無
レ
不
三
皆

出
ゴ
一界
一
人
天
ハ無
¨
不

．̈
為
¨
ナ
ラ
出
”
ヵ
三
途
一
並
二名
テ
為
¨
虚
卜
等
トダ
。　
権
実
相
対
シ
テ判
』
レ
ハ之
フ述
門
勝
ψ
本
述
相
対
之
時
ハ本
勝
レ述

劣
ψ
況
ンヤ
於
一
ャ
前
四
味
等
ノ諸
経
一哉
、
…
…
（
一宗
栓
三一
‐
四
）

等
と
云
う
。
こ
れ
を
み
れ
ば
、
正
し
く
そ
う
と
は
言
わ
ぬ
ま
で
も
、
五
味
主
の

一
往
を
二
五
下
種
と
し
、
再
往
は
久
遠
下
種
と
解
し
て
い

る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
実
は
隆
師
所
持
に
関
る

『
常
師
見
聞
』
の
写
本
が
現
在
も
尼
崎
本
興
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
か
ら

推
す
る
と
、
本
見
聞
が
日
常
師
の
作
か
否
か
は
別
と
し
て
、
隆
師
の
解
釈
に
先
行
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
影
響
を
受
け
て
い

る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
稀
”

今
は
二
五
の
二
法
に
関
し
て
の
こ
と
で
あ
る
が
、

中
山
日
祐
師
が
暦
応
五
年

（
〓
二
四
一
し

に
著

（
３７
）

し
た

『
宗
体
決
疑
抄
』
の
中
に
、
隆
師
と
同
じ
く
二
五
塵
点
を
実
説
と
せ
る
解
釈
の
み
え
て
い
る
こ
と
が
既
に
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
こ
の

こ
と
は
な
お
さ
ら
二
五
の
二
法
の
解
釈
に
つ
い
て
、
隆
師
教
学
と
中
山
上
古
の
教
学
と
の
間
に
、
何
等
か
の
関
係
の
あ
る
こ
と
を
推
測
さ

せ
る
の
で
あ
る
。
但
し
、
現
段
階
で
は
全
く
別
個
に
同

一
の
結
論
に
至

っ
た
可
能
性
も
否
定
で
き
ず
、
蓋
し
こ
れ
は
隆
師
研
究
の
今
後
の

課
題
の

一
で
あ
ろ
う
。
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五
、
在

世

と

滅

後

こ
れ
ま
で
宗
祖
の
教
相
論
を
窺
わ
ん
と
し
て
ま
ず

「
第
二
の
法
門
」
の
意
味
す
る
所
を
あ
げ
、
そ
れ
と

「
二
五
の
二
法
」
と
の
関
係
を

み
、
隆
師
は

『
焼
米
抄
』
に
よ

っ
て
五
味
主
の
教
相
と
せ
ら
れ
た
こ
と
を
概
観
し
て
き
た
が
、
こ
れ
は

「
第
二
の
法
門
」
の
ま
と
め
で
も

ふ
れ
た
如
く
、
末
法
＝
仏
滅
後
五
五
百
歳
に
譲
り
与
え
ら
・れ
た
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
単
に
久
遠
下
種
以
来
今
日
在
世
本
門
ま
で
を
三
益

に
判
別
し
た
だ
け
の
、
い
わ
ば
形
式
的

（従
来
、
教
相
論
と
は
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
の
み
扱
わ
れ
て
き
た
が
）
な
も
の
、
単
な
る
形
態

論
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
既
に
ふ
れ
た
如
く
二
五
の
二
法
は
宗
祖
の
謗
法
意
識
と
い
う
、
す
ぐ
れ
て
宗
教
的

な
内
省
と
深
く
関

っ
た
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
意
味
か
ら
も
、
三
五
塵
点
は
宗
祖
に
と

っ
て
厳
然
た
る
事
実
で
あ
る
と
言

わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
第
二
の
法
門
、
即
ち
五
味
主
の
教
相
を
論
ず
る
こ
と
は
、
末
法
の
為
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
ど
う
い
う
事
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を

テ　　　　　フ
　
ス
レ
ハ

考
え
る
の
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
文
例
は
、
や
は
り
先
に
も
そ
の

一
部
分
を
引
い
た
法
界
三
段
の
流
通
分
を
明
す
箇
所
の

「
以
二本
門
墓
リ

之

一
向

以
二
末
法
之
初
・為
二
正
機
・。
…
…
彼

一
口
聖
一半
此

但
題
目

五
字
也
。」
（定
遺
七
一
五
）
の
文
で
あ
ろ
う
。
此
の
文
の
解
釈
は
厳
密

（３８
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

に
は
難
し
い
問
題
を
含
ん
で
い
る
が
、
素
直
に
み
る
と
き
、
「
所
謂
」
の
あ
と
に

一
往

・
再
往
を
分
別
し
、
在
世

本
門
と
末
法
之
初
を
脱
・

一
品
二
半
と
種
・但
題
目

五
字
と
に
配
当
す
る
の
で
あ
る
か
ら

「
一
往
」
の
久
種
♂
至
本
門
令
登
等
妙
の
三
益
の
分
別
は
、
結
局
、
在
世
・

一
品
二
半

・
脱
益
正
意
の
立
場
で
あ
り
、

「
再
往
」
の
本
門
序
正
流
通
は
末
法
之
初

・
但
題
目

五
字

・
下
種
益
正
意
の
立
場
で
あ
る
こ

て
が
首
肯
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の

一
往

・
再
往
を
分
つ
契
機
は
何
か
と
云
え
ば

「
在
世
」
と

「
末
法
之
初
」
と
い
う
異
質
な

″
時
″

（
３９

）

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
宗
祖
の
場
合
、
滅
後
正
像
は
在
世
と
同
質
の
時
と
せ
ら
れ
る
の
で
、
こ
れ
は
畢
寛
、
滅
後
末
法
と
そ
れ
以
外
の

分
別
と
い
う
こ
と
と
な
る
。
そ
こ
で

「
一
往
」
よ
り

「
再
往
」

へ
の
転
換
は
在
世
中
心
か
ら
滅
後
末
法
中
心

へ
の
転
換
で
あ
り
、
そ
れ
に

宗
祖
の
教
相
論
に
関
す
る
一
視
点
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対
応
す
る
教
相
も
当
然
転
換
が
あ
る
筈
で
あ
る
。

問
題
と
な
る
の
は
、

「
再
往
」

の
場
合
の
経
が
何
か
で
あ
る
が
、

今
の
文
脈

で
は
本

門

序
正
流
通
が
そ
れ
で
あ
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
前
四
重
三
段
の
正
宗
正
意
の
立
場
か
ら
は

一
見
不
思
議
で
あ
る
が
、隆
師
は
本
門
の

序
正
流
通
日
本
門
八
品
と
解
釈
さ
れ
る
。
即
ち
在
世
正
宗

・
滅
後
流
通
と
慣
用
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
法
界
三
段
を
設
け
ら
れ
た
目
的
は
、

前
四
重
三
段
に
反
し
て
在
世
よ
り
み
た
流
通
分

（即
ち
滅
後
に
と

っ
て
は
正
説
）
を
正
意
と
す
る
と
い
う
転
換
が
あ
り
、
序
正
を
も
包
み

こ
む
流
通
分
と
し
て
の
本
門
八
品
が
、
滅
後
末
法
下
種
を
引
き
起
す
宗
教
と
し
て
撰
出
さ
れ
た
、
と
結
論
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の

（
４０
）

理
由
は
本
門
八
品
の
教
義
が
上
行
付
嘱
で
あ
る
為
で
あ
る
。

以
上
は
、
法
界
三
段
の
流
通
分
が
撰
出
さ
れ
る
あ
ら
ま
し
で
あ
り
、
今
の
第
二
の
法
門
と
は
や
や
違

っ
た
角
度
か
ら
の
論

究

で
あ

っ

た
。
然
し
、
実
は
今
の

「
一
往
」
が
、
脱
益
の
本
門
を
正
意
と
す
る
も
の
で
あ

っ
て
も
、
そ
の
脱
を
齋
し
た
根
本
は
久
遠
下

種

で
あ

っ

て
、
熟
脱
の
功
は
久
遠
下
種
に
帰
す
の
で
あ
る
。
よ

っ
て
、

「
一
往
」
の
釈
も
、
す
べ
て
久
遠
下
種
に
帰
す
る
こ
と
を
顕
す
こ
と
が
予
想

さ
れ
て
い
る
の
で
、
隆
師
も
こ
の

一
節
に

「
且
ク
八
品
卜

一
品
二
半
ト
ヲ
相
対
シ
テ
、
脱
ヲ
以
テ
種

二
還
シ
八
品

二
属
シ
テ
末
法
流
化
ヲ

招
ク
」

（主

一
一
四
）

と
科
文
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。　
こ
の
よ
う
に
以
脱
還
種
す
れ
ば
熟
脱
の
経
教
の
得
分
も
す
べ
て
久
遠
下
種
の
功

に
帰
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
雨
前
述
門
無
得
道
と
な
り
、
こ
れ
が
五
味
主
の
教
相
で
あ
る
。

「
一帖
抄
』
に
は

尋
ね
て
云
く
、
久
遠
の
五
味
主
と
云
ふ
は
猶
教
門
な
り
、
末
代
の
我
等
の
得
分
如
何
。

答
ふ
、
（中
略
）
久
遠
の
本
因
妙
も
名
字
信
位
、
末
法
当
時
の
下
種
の
位
も
名
字
信
位
、
相
倶
に
名
字
凡
人
の
上
の
観
心
信
行
な
り
。

故
に
久
遠
五
味
主
の
本
因
妙
を
沙
汰
す
れ
ば
自
ら
末
代
衆
生
の
身
の
上
と
成
る
間
、
更
に
他
の
宝
を
数
ふ
る
に
非
ざ

る

な

り
。

五

味
主
の
法
門
は
即
ち
末
代
我
等
が
観
心
の
法
門
な
り
。
（瑚
鳩
馳
七
）

と
あ

っ
て
、
こ
の
久
遠
下
種
を
本
門
八
品
上
行
要
付
し
て
末
法
下
種
に
備
う
れ
ば
、
こ
の
ま
ま
我
々
の
得
分
と
な
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が

第
二
の
法
門
は
末
法
の
為
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
下
種
の
法
と
は
何
か
が
問
題
で
あ
る
が
、

『
曽
谷
入
道
殿
許
御
書
』
に
は
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而
　
今
時

学
者
迷
二
惑
　
於
時
機
一或

弘
二
通

於
小
乗
一或

授
二
与

権
大
乗
一或

演
二
説
　
　
於

一
乗
一以
二
題
目
之
五
字
一可
レ
為
二
下

種
一之
由
来

不
レ
知

敗
。

（定
遺
八
九
七
）

と
あ
り
、

『
本
尊
抄
』
に

「
此

種
…
但
題
目

五
字
」
と
あ
る
よ
う
に
、
惣
名
要
法
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
五
味

主
の
教
相
は
、
惣
名
要
法
の
久
遠
下
種
を
総

・
能
開
と
す
る
教
相
で
あ
り
、
惣
名
要
法
に
よ
る
末
法
下
種
を
根
拠
づ
け
る
教
相
で
あ
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

宗
祖
遺
文
に
扱
わ
れ
た
教
相
論
と
し
て
は
、
こ
の
外
、
法
師
品
所
説
の
三
説
超
過
、
薬
王
品
所
説
の
十
喩
な
ど
も
あ
る
が
、
最
も
基
底

を
な
す
も
の
は
、
や
は
り
第
二
の
法
門
＝
五
味
主
の
教
相
で
あ
る
。
故
に
隆
師
は

『
弘
経
抄
』
第
六
〇
巻
に

己
今
当
の
三
説
、
薬
王
の
十
喩
は
経
王
第

一
の
宗
要
と
為
す
間
、
諸
御
抄
在
在
所
所
に
引
証
し
た
ま
へ
り
。
其
の
詮
要
は
述
に
約
し

本
に
約
す
れ
ど
も
、
二
五
下
種
の
五
味
主
の
三
説
超
過
是
れ
最
要
な
り
。
（唯
珪
嶽
）

と
云
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

六
、
教

即

観

心

日
蓮
聖
人
の
教
相
論
を
窺
う
視
点
と
し
て
、

「
第
二
の
法
門
」
を
採
り
あ
げ
、
遺
文
に
み
え
る
関
連
の
諸
問
題
を
考
察
し
て
き
た
の
で

あ
る
が
、
そ
れ
は
惣
名
妙
法
蓮
華
経
の
信
心

ｏ
口
唱
と
離
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
教
相
の
究
党
す
る
所
を
本
尊
と
し
、
対
境
と
し
て
観
心

（
４．
）

（即
ち
信
行
観
心
）
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
教
相
論
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
滅
後
末
法
下
機
の
我
等
を
正
し
く
救
助
す

る
に
た
る
下
種
の
要
法
を
求
め
る
こ
と
で
あ
る
。
故
に
隆
師
は

『
名
目
見
聞
』
に

尼
崎
流

　

諸
御
抄

教
観

一
言
口
口
伝
　
事
有
レ
之

如
何
。
日
伝
二云
ッ
教
諸
教
ハ
五
味
法
華
経
ハ
五
味
主
、
観
自
「述
門
一本
門
ハ摂
一

下
機
一
教
弥
実
位
弥
下
トダ
、
是
レ也
。
（４
趣
勁
学
院
刊
）

宗
祖
の
教
相
論
に
関
す
る
一
視
点
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宗
祖
の
教
相
論
に
関
す
る

一
視
点

と
云
わ
れ
る
電
一）
切
経
教
の
総
要
た
る
総
名
妙
法
蓮
華
経
の
信
行
に
尽
き
る
宗
祖
の
教
観
は
、
従
っ
て
教
即
観
、
観
即
教
で
あ
り
、

「本

門
無
教
、
教
即
観
」
で
（阻
雛
つ
滝
五
〇
し
と
云
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

註

（
１
）
古
来
、
異
説
あ
る
も
、
昭
和
定
本

『
日
蓮
聖
人
遺
文
』

（略
称
、
定
遺
）
の
系
年
説
に
よ
る
。

（
２
）

『
録
内
啓
蒙
』
第
二
三
巻

一
二
二
丁
に
は

一
、
三
種
教
相
中
の
第
二
教
相
中
の
第
二
教
相
と
解
す
。
円
明
院
日
澄

『
本
述
決
要
妙
』
上

二
、
雨
前

・
述
門

ｏ
本
門
の
二
重
の
中
の
第
二
本
門

（三
大
秘
法
）
と
解
す
。
天
目
の
説
と
。

の
両
説
を
あ
げ
、
更
に

『
稟
権
抄
』
注
釈
の
末
尾

（
一
二
八
丁
）
に
は

三
、
題
日
と
解
す
。
日
栖

『
本
述
抄
』

（中
道
院
日
栖
の

『本
述
問
答
抄
』
か
）

の
説
を
紹
介
し
て
い
る
。

（
３
）

『
二
重
秘
伝
抄
』
第

一
翁
富
士
宗
学
要
集
』
宗
義
部
第
二
、
二
六
頁
）
に
は
権
実

・
本
述

・
種
脱
相
対
の
第
二
種
脱
相
対
と
解
す
。

（
４
）
桂
六
別
と
は

『
桂
林
学
叢
』
第
六
号
別
冊
を
指
す
。
以
下
之
に
準
ず
。

（５
）
三
種
教
相
の
図
解

ｏ
要
文
は
六
篇
あ
る
が
、
真
蹟
の
存
在
す
る
も
の
は

『
三
八
教
』
の
外
、
建
治
元
年
に
系
け
ら
れ
る

『
一
代
五
時
図
』

（定
遺
二

，
　

一壬
壬
こ
、
弘
安
頃
と
さ
れ
る
断
簡
二
四

一
（定
遺
二
九
四
六
）
の
三
篇
で
あ
る
。

（
６
）
管
見
に
於
て
は

『
日
蓮
聖
人
遺
文
全
集
講
義
』
第
二
〇
巻

（磯
野
本
精
著
）
が
昔

ｏ
述

ｏ
本
の
第
二
本
門
説
を
採
る

（
二
五
二
頁
）
外
、

『
御
遺
文

講
義
』
第

一
七
巻

（塩
田
義
遜
著
、
三
八
七
頁
）、

『
本
化
聖
典
大
辞
林
』
下
巻

（
二
三

一
六
頁
）、

『
日
蓮
辞
典
』

（八
四
頁
）、
「
日
蓮
宗
事
典
』

（二
五
四
頁
）
は
皆
、
三
種
教
相
の
第
二
教
相
と
解
し
て
い
る
。
猶
、
田
村
芳
朗

『
法
華
経
』

（中
公
新
書

一
一
八
頁
）

で
は
、
本
化
の
菩
薩
の
強

調
が
宗
祖
を
し
て
第
二
教
相
を
注
目
せ
し
め
た
と
し
、　
先
生
の
い
わ
ゆ
る

「
法
華
経
の
第
二
部
門
」

（法
師
品
よ
り
嘱
累
品
に
至
る
菩
薩
行
強
調
の

部
分
）
を
示
唆
す
る
語
と
も
せ
ら
れ
て
い
る
。

（
７
）
例
せ
ば
隆
師
の

『
法
華
天
台
両
宗
勝
劣
抄
』
第
四
、
刊
本
二
七
七
頁
。

（
８
）
註

（
２
）
（
３
）
に
挙
げ
た
異
解
の
う
ち
、
三
種
教
相
の
第
二
に
言
及
し
な
い
説
は
、
遺
文
の
恣
意
な
解
釈
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
寛
師
の
解
釈
の
如

き
は
そ
の
最
た
る
も
の
で
あ
る
。
然
し
三
種
教
相
を
天
台
内
鑑
密
本
の
立
場
で
み
る
な
ら
ば
、
夫
々
に
通
ず
る
面
も
あ
る
と
言
い
得
る
の
で
、　
隆
師
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も

『
二
帖
抄
』
第
二

（『法
華
宗
名
目
見
問
題
号
釈
他
三
書
』
略
称

・
題
号
他
七
二
頁
）
に

『
稟
権
抄
』

の
今
の
文
を
引
い
た
後

「
云
ふ
所
の
未
だ

事
畢
へ
ず
と
は
、
第
二
の
本
門
事
円
の
法
門
の
事
な
り
。
事
円
と
は
本
門
八
品
上
行
要
付
の
三
箇
秘
法
な
り
。　
三
箇
秘
法
総
在
の
事
行
の
妙
法
蓮
華

経
の
事
な
り
。
此
の
事
行
の
妙
法
蓮
華
経
と
は
五
味
主
の
大
法
、　
是
れ
即
ち
二
五
下
種
の
名
字
即
凡
位
の
易
行
の
要
法
な
り
。」
等
と
云
わ
れ
て
い

る
。
原
意
を
押
え
た
上
で
そ
の
内
包
す
る
所
を
解
釈
し
て
ゆ
く
立
場
と
、
い
き
な
り
最
初
か
ら
自
己
の
見
解
の
型
に
入
れ
て
し
ま
う
立
場
と
は
、
結

論
は
同
じ
よ
う
で
あ

っ
た
と
し
て
も
、
必
ず
区
別
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

（
９
）
正
蔵

一
二
巻
三
八
二
頁
下
。
興
味
深
い
こ
と
は
、わ小
祖
は
『
注
法
華
経
』
に
於
て
は
化
城
喩
品
の
と
こ
ろ
に
此
の
文
を
引
き
、
寿
量
品
の
所
に
は
引
か
れ

て
い
な
い
。
山
中
喜
八
編

「
定
本
注
法
華
経
』
上
巻
二
五
二
頁
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
過
去
下
種

公
二
・
五
下
種
）
を
明
す
と
い
う
観
点
か
ら
の
解
釈

で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
而
し
て
こ
の
解
釈
は
、妙
薬
の

『
弘
決
』
第
二
下
の
釈
意
を
う
け
た
も
の
で
あ
り
、
よ
く
引
用
さ
れ
る

「今
日
声
聞

具
禁
戒
者
良
由
久
遠
初
業
間
常
」
（七
二
ウ
）及
び

「
所
謂
久
遠
必
無
大
者
…
」
（七
四
ウ
）
の
文
も
、
こ
の
涅
槃
経
の
文
に
関
し
て
の
も
の
で
あ
る
。

（
１０
）
こ
れ
は

『本
尊
抄
』

（定
遺
七
〇
七
）
に
対
応
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た

「
小
乗
小
仏
要
文
』
で
は
、　
述
仏
の
図
解
の
円
因
に
三
千
塵
点
劫
菩
薩
と

あ
る
。
定
遺
二
三
二
二
頁
。

（
ｎ
）

「
題
目
弥
陀
名
号
勝
劣
事
』
で
は

「
三
巻
の
心
な
ら
ば
…
…
弥
陀
仏
等
も
凡
夫
に
て
を
は
し
ま
せ
し
時
は
、
妙
法
蓮
華
経
の
五
字
を
習
て
こ
そ
仏
に

は
な
ら
せ
給
て
侍
れ
。」
（定
遺
三
〇

一
）
と
あ
り
、

『
南
条
兵
衛
七
郎
殿
御
書
』
で
は
、　
三

・
五
塵
点
を
経
た
こ
と
は

「大
悪
知
識
に
あ
い
て
法
華

経
を
す
て
て
念
仏
等
の
権
経
に
う
つ
り
し
故
也
」

（定
遺
三
二
六
）
と
あ
る
。

（
・２
）
本
文
で
ふ
れ
る

『本
尊
抄
』

『
大
田
抄
』

（曽
谷
入
道
殿
許
御
書
）
の
外
に

『
兄
弟
抄
』
（文
永
十
二
年

・
真
存

・
定
遺
九

一
九
）、

『法
蓮
抄
」
（建

治
元
年

・
曽
真

ｏ
定
遺
九
五
〇
）
等
が
あ
る
。

（
・３
）

「
権
を
評
」
は
日
乾
師
も
権
の
傍
に

「
種
イ
」
と
あ
げ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
り

（宮
崎
英
修

「
開
目
抄
の
伝
承
と
乾
師
本
の
価
値
に
つ
い
て
」

『
大
崎
学
報
』
第
九
八
号
二
八
頁
）、
日
存
師
書
写
本

『
開
目
抄
』
で
は

「
種

諄
」

（本
饉
寺
刊
影
印
本
九
四
頁
）
と
な
っ
て
い
る
。
意
味
の
上
か

ら
は
、

「種
」
の
方
が
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
再
検

（
・４
）
三
益
を
重
視
せ
ら
れ
て
い
る
御
書
と
し
て
は
、

『
開
目
抄
』
の
他
に

『
本
尊
抄
』
、

『小
乗
大
乗
分
別
抄
』
（文
永

一
〇
年

ｏ
断
真

・
定
遺
七
七
五
以

下
）
、　
コ
日谷
入
道
殿
許
御
書
」
、
コ

代
五
時
図
』

（建
治
元
年

ｏ
真
存

ｏ
定
遺
二
三
四
〇
）、

『
秋
元
抄
』

（弘
安
三
年

・
定
遺

一
七
三
一
）、

『
真

蹟
断
簡

一
八
八
』

（文
永

・
建
治
頃
、
定
遺
二
五
三
七
）
等
が
あ
る
。

（
・５
）
五
重
相
対
は
古
来
、
相
伝
の
法
門
と
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
第
五
を
教
観
相
対
、又
は
文
上
文
底
相
対

（結
局
は
教
観
相
対
と
同
致
）
と
す
る
説
も
あ

宗
祖
の
教
相
論
に
関
す
る

一
視
点
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宗
祖
の
教
相
論
に
関
す
る

一
視
点

る
が
、
教
相
と
観
心
を
相
対
す
る
の
は
宗
祖
の
教
学
に
非
ず
し
て
中
古
天
台
教
学
の
影
響
に
よ
る
誤
解
と
思
わ
れ
る
の
で
今
は
採
ら
な
い
。

因
み
に

種
脱
相
対
の
依
文
は

「
但
天
台
の
一
念
三
千
こ
そ
仏
に
な
る
べ
き
道
と
み
ゆ
れ
…
…
。

不
求
解
脱
解
脱
自
至
等

云
・ム
。」
（定
遺
六
〇
四
）
で
あ
る
。

株
橋
諦
秀

（
日
涌
）
『
法
華
宗
名
目
』
六
八
頁
。

（
・６
）
叙
述
形
式
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
立
場
も
開

ｏ
本
両
抄
で
は
別

・
総
の
異
の
あ
る
こ
と
は
、
株
橋
日
涌

『
観
心
本
尊
抄
講
義
』
上
巻
二
七
頁
参
照
。

（
・７
）
隆
師
は

『
曽
谷
書
』
の

「
釈
′心
ハ寂
滅
…
…

令
レ練
二根
機
こ

の
一
節
は
「
過
去
久
遠
ノ
二
五
下
種
」
の
立
場
と
し

「問
チ
云
′華
厳
之
時
…
三
五
下
種
′

輩
也
」
は

「久
遠
下
種
二
約
」
し
た
も
の
と
せ
ら
れ
て
い
る
。

（
日
隆
聖
人
分
科
主
要
御
書

《
以
下
、
主
と
略
称
》
四
三
二
２
三
）

こ
れ
は
、　
三
五

下
種
に
お
い
て
三
ｏ
五
を

一
具
に
す
る
場
合
と
、
五
の
久
遠
下
種
に
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
場
合
と
の
両
様
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
即
ち
後
者
は
後

の
涌
出
品

・
天
台
の
釈

・
妙
楽
の
釈
が
み
な
本
門
の
意
に
よ
る
釈
で
あ
る
所
か
ら

「第
二
の
法
門
」

の
意
を
以
て
解
釈
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

『
弘
経
抄
』
第
二
巻

（隆
全

一
巻

一
三
四
頁
）
参
照
。　
な
お
、

『
開
述
顕
本
宗
要
集
』
雑
部
第
四
で
は
、

「但
だ
大
通
下
種
は
中
間

・
今
日
に
望
め

て
種
と
云
ふ
も
、
久
遠
下
種
に
望
め
ば
熟
な
り
。
故
に
観
心
本
尊
抄
に
久
遠
下
種

・
大
通
結
縁
と
判
じ
た
ま
ふ
は
此
の
意
な
り
。」

（隆
教
五
巻

一

九
頁
）
と
あ
る
。

（
・８
）
以
下
、　
重
複
も
あ
る
が
書
名
と
定
遺
頁
数
の
み
を
あ
ぐ
。

『
真
言
天
台
勝
劣
事
』

（四
八
〇
）

『
法
華
取
要
抄
』

（八

一
一
）

『
聖
人
知
三
世
事
』

（八
四
二
）

『
兄
弟
抄
』

（九

一
九
）

『
法
華
経
二
十
重
勝
諸
教
義
』

（
一
二
八
七
）

『
教
行
証
御
書
』

（
一
四
八
四
）

（
・９
）

『
善
無
長
抄
』

（四
六
八
）

『
小
乗
小
仏
要
文
』

（二
三
二
二
）

『
開
目
抄
』

（「
過
去
常
」
、
五
七
六
）

『
本
尊
抄
』

（七

一
二
）

『其
中
衆
生
御

書
』

（七
九
六
）

『
法
華
取
要
抄
』

（八

一
二
）

『
一
谷
入
道
御
書
』

（九
九
二
）

『
真
蹟
断
簡

一
六
三
』

（
二
五
二
八
）
な
ど
。

（
２０
）

『
題
目
弥
陀
名
号
勝
劣
事
』

（定
遺
三
〇

一
）
。
特
に
注
記
は
な
い
が
、
大
通
十
六
王
子
中
の
阿
弥
陀
に
注
意
せ
ら
れ
る
の
は
、　
こ
れ
と
無
関
係
で

は
な
い
で
あ
ろ
う
。

「
一
代
五
時
鶏
図
』

（真
存
、
定
遺
二
二
五
九
）

（
２．
）

『
一
代
聖
教
大
意
』

（定
遺

一
八
七
三
）
、
隆
師
は

「
二
五
遠
化

・
五
味
主
」

等
の
語
を
以
て
解
釈
せ
ら
れ
て
い
る
。

（主
二
八
三
）

『
小
乗
大
乗

分
別
抄
』

（七
七
六
）

『
高
橋
入
道
殿
御
返
事
』

（
一
〇
八
四
）

『
真
蹟
断
簡
二
四

一
』

（二
九
四
六
）
な
ど
。

（
２２
）

「
若
論
教
旨
一Ｆ
こ

は

『
輔
行
弘
決
』
巻
七
の
文
で
あ
る
が
縮
遺

・
定
遺
の
所
引
、
及
び
和
刻
流
布
本

（七
本
、　
五
三
ヲ
２
ウ
）
、
正
蔵
本

（四
六
巻

三
六
六
頁
上
）、
天
師
全
本

（止
観
四
、
二
四
七
頁
）
共
に

「
開
権
顕
遠
」
と
な
っ
て
い
る
。

浅
井
要
麟
編

『
昭
和
新
修
日
蓮
聖
人
遺
文
全
集
』
別
巻
三
二
一
頁
。

同
右
。
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日
蓮
宗
宗
学
全
書

（略
称
、
宗
全
）

一
六
巻
四

一
一
頁
。

日
蓮
宗
全
書

（略
称
、
宗
全
書
）
下
巻

一
五
七
五
頁
。

『
録
内
啓
蒙
」
第
三
五
巻
九
七
ウ
。

『
日
蓮
聖
人
御
遺
文
講
義
』
第

一
八
巻
三

一
六
？
三
二
二
頁
。

「
日
蓮
聖
人
遺
文
全
集
講
義
』
第
二
三
巻
四
三
―
四
七
頁
。

『
御
書
和
語
式
』
に
は
五
味
主
の
解
釈
は
な
く
、
現
代
の
宮
崎
英
修
編

『
日
蓮
辞
典
』
に
も
五
味
主
の
項
目
が
な
い
。

『
日
蓮
宗
事
典
』

の
説
明
も

他
の
御
書
と
の
関
係
は
述
べ
て
い
な
い
。　
２

０
六
頁
）
。
『
本
化
聖
典
大
辞
林
』

（
一
〇
四
四
頁
）
で
は
、
三
種
教
相
の
説
明
中
、　
五
味
主
の
語
を

用
い
て
い
る
。
或
は
隆
師
教
学
に
基
く
も
の
か
。

題
号
他
五
五
頁
。

『
本
門
弘
経
抄
』
第
六
〇
巻

（隆
全
六
巻
四
七
三
頁
）
に

「
此
の
諸
経
は
五
味
と
云
ふ
は
初
重
の
教
相
な
り
、　
猶
を
頓
漸
五
味
の
一
筋
と
云
ふ
べ
き

な
り
。
次
に
五
味
主
と
は
第
二
第
二
の
二
五
下
種
な
り
、
猶
を
第
二
の
教
相
を
以
て
五
味
主
の
極
と
な
す
べ
き
な
り
。」
と
あ
る
。

隆
師
所
引
は
種
子
と
あ
る
が
、

『本
尊
抄
』
原
文
は
下
種
と
な
っ
て
い
る
。

宗
全

一
、
上
聖
部

一
七
二
２
三
頁
。
行
学
朝
師
は

『
観
心
本
尊
抄
私
見
聞
』
巻
七

（宗
全

一
六
巻
三
二
五
頁
）

に
此
の
文
を
引
用
す
る
が
論
評
は
せ

ず
、

「所
詮
本
述
未
分
′首
題
フ説
顕
ス事
ハ寿
量
品
也
」
等
と
中
古
天
台
流
の
解
釈
を
し
て
い
る
。
な
お
、
同
三
二
六
頁
参
照
。

（
３５
）
宗
全

一
巻

一
六
四
頁
に
は

「
二
五
下
種

ハ
者
、
小
権

一
一経

為
レシテ
縁
卜
過
去

種
子

打
開

処
　
菓
熟
易
零

機
、
開
顕

筵

無
二待

程
一機
熟
　
故
ニ

雨
前
ノ
筵
ヲ
借
テ
益
ヲ
承
ル
マ
デ
コ
ソ
有
”之
、
其
′経
′益
ト
ハ尽
未
来
マ
デ
不
【ィ
ζ
卜可
レ得
レ意
、
経
文
釈
義
′面
テ顕
然
タリ也
」
と
あ
る
。

（
３６
）
管
見
に
於
て
隆
師
の
著
作
中
に

『
観
心
本
尊
抄
見
聞
』
は

『
開
目
妙
之
抄
』

（題
号
他

一
三
八
頁
）
に
唯

一
箇
所
引
用
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
が
、　
或

は
こ
れ
は

『
常
見
聞
』

（宗
全

一
五
八
頁
の
箇
所
か
）
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
再
検
。

（
３７
）
株
橋
諦
秀

（
日
涌
）

「
日
隆
聖
人
の
寿
量
本
仏
観
」

『
桂
林
学
叢
』
第
五
巻
八
頁
。

（
３８
）
五
重
三
段
、
殊
に
は
法
界
三
段
を
如
何
に
解
す
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
株
橋
日
涌

「
宗
祖
独
発
の
教
判
、　
五
重
三
段
に
つ
い
て
」

（株
橋
先
生
古
稀

記
念

『
法
華
思
想
と
日
隆
教
学
』
所
収
）
参
照
。

（
３９
）

『
曽
谷
入
道
殿
許
御
書
』
に

「
正
像
二
千
余
年
兵
猶
有
「
下
種
′者
一、
例
セ
ハ如
一
在
世
四
十
余
年
ご
　
（定
遺
八
九
七
）
と
あ
り
、
今
の
区
別
は
結
局
、

已
下
種
の
機
の
存
在
す
る
時
と
未
下
種
の
機
の
存
在
す
る
時
の
相
違
に
よ
る
か
ら
で
あ
る
。

宗
祖
の
教
相
論
に
関
す
る

一
視
点

34 33    32 31 30 29 2827 26 25
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宗
祖
の
教
相
論
に
関
す
る

一
視
点

（
４０
）
注

（
３８
）
及
び
石
田
智
清

「本
門
の

『
経
』
考
」

（
『
桂
林
学
叢
』
第
七
号
所
収
。）
参
照

（
４．
）

『
弘
経
抄
』
第
二
巻
に
は

「
此
の
本
因
妙
名
字
下
種
を
以
て
三
種
教
相
の
中
の
第
二
重
に
顕
す
が
日
蓮
宗
宗
旨
の
観
心
の
重
是
れ
な
り
。
稟
権
抄
に

日
蓮
が
法
門
は
第
二
の
法
門
な
り
ｒ
ム
」

（隆
全

一
巻
二
〇
九
頁
）
と
あ
る
。

（
４２
）

『
弘
経
抄
』
第

一
巻
で
は

「本
門
流
通
初
心
始
行
の
如
説
修
行
に
於
て
教
観
の
不
同
之
れ
有
る
べ
し
ｒ
ム
。
教
相
に
歴
て
之
を
論
ぜ
ば
諸
御
抄

に
教

相
無
尽
な
り
と
云
へ
ど
も
、
最
要
は
曽
谷
抄
の
諸
経
は

（転
に
）
本
門
の
法
門
な
り
と

云
云
。

四
信
五
品
抄
に
云
く
、　
自
「商
前
′円
一
（帆
駆
）
位
弥
下

ｒ
ム
。」

（隆
全

一
巻
二
六
等
頁
）
と
あ
り
、
こ
れ
も
同
じ
意
趣
を
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
４３
）
な
お
、

『
弘
経
抄
』
第
二

（隆
全

一
巻
二
〇
九
頁
）
等
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（観
・
７
●
１３
）
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